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総則 

 本書の位置づけ 1.1

本要求水準書（以下「本書」という。）は、米子市（以下「本市」又は「委託者」という。）

が実施する米子市下水道終末処理場等包括的運転維持管理業務委託（以下「本委託」という。）

において、本委託を受託する民間事業者（以下「受託者」という。）に要求する実施義務及び

サービスの水準等を示すものであり、公募時に開示する募集要項等と一体となるものである。 

また、本書では、性能発注に基づく民間事業者からの創意工夫を促すため仕様的表現を極力

避けているが、参加者は本委託の目的及び各要件の意図を十分汲み取り、優れた技術提案を行

うこと。 

 

 業務目的 1.2

本市の公共下水道事業は、安定的で経済的な住民サービスの提供とともに、公共用水域の水

質保全、生活環境の改善の実現に寄与することを目的として実施している。その目的を達成す

るため、昭和４２年に下水道事業に着手して以来、公共下水道事業（３処理区）、農業集落排

水事業（１２地区）、コミュニティプラント事業（１地区）及び合併処理浄化槽施設などの普

及拡大により、令和２年度末時点の汚水処理人口普及率は、市域全体で 90.9％に達している。

この結果、普及率向上のための建設事業は完了に近づいており、今後は、維持管理や改築に重

点を置いた事業を推進する時代に入ろうとしている。 

しかし、近年、本市に限らず全国の地方自治体において、施設整備の進捗に伴い増加する維

持管理費が大きな課題となりつつある。社会構造の変革が進められる中、平成１２年には、国

土交通省が開催した「都市計画中央審議会基本政策部会下水道小委員会」において、民間委託

の問題点についての指摘がなされ、平成１３年には「性能発注の考え方に基づく民間委託のた

めのガイドライン」が発表された。また、平成２９年３月には、総務省より「公営企業の経営

のあり方に関する研究会報告書」が公表され、その中で、下水道事業については、改革の効果

の一つである民間委託に包括的民間委託の推進が盛り込まれている。 

本市は、こうした状況に対応し、経営効率化に資するため、公共下水道事業施設（処理場３

か所、ポンプ場８か所、マンホールポンプ場４９か所、真空ステーション１か所）において、

本委託を実施することとした。 

本委託は、性能発注の考え方に基づき受託者の持つ創意工夫及びノウハウの活用を前提とし

た「地域連携方式包括的民間委託」を導入し、対象施設の保守管理及び運転管理並びに本委託

の統括管理（以下、これらの管理業務を総称して「維持管理」という。）を一括して行うこと

で、効率的・効果的に本委託を履行することにより、本市において今後想定される課題を早期

に改善していくことを目的とする。 

ここで、本市が考える「地域連携方式」とは、民間専門企業の技術力活用及び地域企業の下
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水道事業への主体的な参画等を目的とするものであり、「包括的民間委託」とは複数の業務や

施設を包括することで、民間の創意工夫を活かした効率的な維持管理を行うための委託方式と

定義する。なお、維持管理に関する具体的手法は、受託者からの提案によるものとする。 

 

【本市の下水道事業における今後の課題】 

・改築工事の本格化 ：老朽化の進行、ストックマネジメント実施体制の不足 

・施設管理状況の変化：職員数の不足、技術継承の不足 

・災害リスクの増加 ：下水道機能の停止、対策コストの増加 

・運営リスクの増加 ：経験者の採用・確保が困難、財政的制約での維持管理・運営 

 

 

 性能規定の設定 1.3

本委託は、受託者が対象施設の維持管理を一括して行うことにより、経営効率化に資するこ

とを目的として実施するものであり、性能発注レベルを以下のとおり定める。 

ア 処理場      ：レベル２．５相当 

イ ポンプ場     ：レベル２．５相当 

ウ マンホールポンプ場：レベル２．５相当 

エ 真空ステーション ：レベル２．５相当 

なお、処理場の運転管理において特に重要と考えられる事項は、良好な放流水質の確保と安

定した汚泥性状の確保であることから、本委託では「放流水質」と「汚泥性状」を性能規定と

し、過年度の実績等を考慮した適切な基準値を要求水準として設定する。 

 

 用語の定義 1.4

本書において使用する用語の定義は、【別紙１】（用語集）に示すとおりとする。ただし、本

書に使用する用語のうち、その定義が明確でないものについては、以下の各号（最新版）に定

めるところによる。 

(1) 下水道施設維持管理積算要領終末処理場・ポンプ場施設編（日本下水道協会） 

(2) 処理場等包括的民間委託導入ガイドライン（日本下水道協会） 

(3) 下水道維持管理指針（日本下水道協会） 
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 委託の概要 2

 委託期間 2.1

委託期間は、令和５年４月１日から令和８年３月３１日までの３年間とし、本件契約書及び

その他関係書類（受託者の提案書を含む。）に従い業務を実施する。 

ただし、基本契約の締結日（令和４年１２月予定）から令和５年３月３１日までの期間は、

引継期間（本委託の引継業務準備期間）とし、受託者は、委託者が示した引継事項・内容を確

認し、運転管理業務及び保全管理業務などの習熟を行うものとする。 

 

 対象施設 2.2

本委託の対象となる公共下水道施設の名称及び位置は次の各号とおりとし、対象施設の概要

については、【別紙２】（対象施設）のとおりとする。 

(1) 内浜処理場 米子市安倍 300 番地 

(2) 皆生処理場 米子市皆生温泉三丁目 18番 2 号 

(3) 淀江浄化センター 米子市淀江町小波 1099 番地 1 

(4) 中央ポンプ場 米子市内町 172 番地 1 

(5) 祇園ポンプ場 米子市祇園町 2丁目 247 番地 2 

(6) 大谷ポンプ場 米子市大谷町 144 番地 5 

(7) 新加茂ポンプ場 米子市道笑町 3丁目 218 番地 1 

(8) 青木ポンプ場 米子市青木 1200 番地 

(9) 富益団地ポンプ場 米子市大崎 2267 番地 5 

(10)上福原ポンプ場 米子市皆生 4 丁目 10 番 28 号 

(11)西福原ポンプ場 米子市新開 1 丁目 3番地 11 

(12)マンホールポンプ場（４９か所） 別紙２ 別紙Ｃに示すとおり。 

(13)観音寺マンホールポンプ場（真空ステーション１か所） 米子市中島一丁目 273-3 

 

 業務の範囲 2.3

受託者が行う業務の範囲は、公共下水道施設等の運転管理、保全管理を中心とした業務であ

り、次に示す業務とする。各対象施設に関する業務範囲の詳細は、【別紙３】（業務範囲）に示

す。 

(1) 統括管理業務 

ア 統括マネジメント業務 

イ 事務業務 
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ウ 調達管理業務 

エ 施設情報管理業務 

オ 安全衛生管理業務 

カ 緊急時・災害時対応業務 

キ セルフモニタリング業務 

(2) 保全管理業務 

ア 保守点検業務 

イ 巡回点検業務 

ウ 法定点検業務 

エ 修繕業務 

(3) 運転管理業務 

ア 水質測定業務 

イ 運転操作監視業務 

ウ 汚泥試験業務 

エ 悪臭物質測定業務 

オ エネルギー管理業務 

カ ユーティリティ管理業務 

キ 廃棄処分業務 

ク 環境整備業務 

 

 本委託の遵守事項 2.4

本節に示す遵守事項は、本委託を実施するにあたり特記すべき事項を整理したものであり、

受託者はこれを遵守して本委託を履行すること。 

 

 受託者の責任 2.4.1

受託者は、2.4.2（遵守すべき法定基準）の規定を遵守し、2.4.3（達成すべき契約基準）の

規定及び自らの技術提案に基づく性能水準を達成するよう、誠実に維持管理を実施しなければ

ならない。また、受託者は、契約開始時に確認した本委託の対象施設（土木建築施設、設備及

び機器を含む。以下「本件施設」という。）の機能の保持に努め、過度な劣化が生じないよう

適正に本委託を行わなければならない。 

 

 遵守すべき法定基準 2.4.2

受託者は、【別紙４】に規定する放流水質に係る法定基準、【別紙５】に規定する臭気に係る

法定基準（以下、これらを総称して「法定基準」という。）を遵守し、処理場等の運転及び管

理を行わなければならない。 
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 達成すべき契約基準 2.4.3

受託者は、【別紙４】に規定する放流水質に係る契約基準、【別紙６】に規定する汚泥性状に

係る契約基準、及び【別紙５】に規定する臭気に係る契約基準、（以下、これらを総称して「契

約基準」という。）を達成するよう処理場等の運転及び管理を行うものとする。 

なお、本委託では、契約基準よりも良好な放流水質等を確保するために、委託者又は受託者

が独自に設定する目標基準を設定するものとする。 

 

 法定基準及び契約基準の状況確認 2.4.4

法定基準及び契約基準の状況確認は、次の方法にて行う。 

(1) 放流水質に関する法定基準及び契約基準の状況確認は、受託者が実施する水質測定業務

（水処理施設）によって得られた測定結果により行う。 

(2) 汚泥性状に関する契約基準については、受託者が実施する水質測定業務（汚泥処理施設）

によって得られた測定結果により行う。 

(3) 臭気に関する法定基準及び契約基準については、受託者が実施する悪臭物質測定業務に

よって得られた測定結果により行う。 

 

 法定基準未達時等の取扱い 2.4.5

法定基準未達とは、2.4.2（遵守すべき法定基準）の規定を遵守できなかった場合とし、受

託者は、法定基準未達時には、速やかに委託者に報告し、委託者による業務改善、施設改善等

の指示に従わなければならない。 

なお、委託者は、法定基準未達時には、本件契約書に規定する範囲内でサービスの対価を減

額できるものとし、受託者が指示に従わない場合は、損害賠償の請求又は契約の解除をするこ

とができる。 

 

 契約基準未達時等の取扱い 2.4.6

契約基準未達時とは、2.4.3（達成すべき契約基準）の規定を達成できなかった場合とし、

受託者は、契約基準未達時には、速やかに委託者に報告するものとする。 

受託者の実施する業務内容の水準が本市で定める水準を下回ることが判明した場合、委託者

は、受託者に対して改善計画書の提出を求め、契約基準を達成するよう指示することができる

ものとする。受託者は、当該指示に従うとともに、改善状況を委託者に報告するものとする。 

なお、委託者は、業務内容の速やかな改善を求めるとともに、受託者が改善計画書に基づき

業務を行わない場合、又は、誠意を持って契約基準を達成するよう運転をしない場合には、本

件契約書に規定する範囲内でサービスの対価を減額できる。 

 

 受託者の責任の免除 2.4.7

委託者は、受託者の責務に帰することができない要因によると委託者が判断した場合におい

ては、契約基準未達時であっても受託者に責任を求めないものとする。 
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委託者は、次の場合においては、法定基準未達時であっても受託者に責任を求めないものと

する。 

(1) 処理場の流入水に関し、【別紙７】（流入水の条件）に規定する基準の範囲を逸脱してい

る場合 

(2) 処理場等の施設に対し、水質に重大な影響を及ぼす有害物質、化学物質等が流入した場

合 

(3) ポンプ場等の施設に対し、吐出能力を超える水量が流入した場合 

(4) 天災に起因する場合 

(5) その他受託者の責務に帰することができない要因によると委託者が判断した場合 

なお、前各号に掲げた事態が発生した場合は、受託者は緊急措置を講じた上で、その事態の

内容、想定される処理場等への影響及び緊急措置の内容を速やかに委託者へ報告しなければな

らない。 

 

 公社職員の雇用承継 2.4.8

受託者は、委託開始日前日時点の米子市生活環境公社（以下「公社」という。）の職員（従

業員を含む。）のうち転籍を希望する者を、委託開始日直前の公社における雇用形態及び待遇

（給与制度、人事評価制度、退職金及び休暇等）を下回らない条件で全員雇用する義務を負う

ものとする。なお、給与制度及び人事評価制度については、特別な理由のない限り転籍後も当

該制度を維持又は向上しなければならない。 

当該雇用承継の具体的な条件等については、公募時に開示する「米子市生活環境公社現場職

員の給与及び労働条件」に示すとおりとする。 

 

 各業務共通の遵守事項 2.5

 責任者の配置 2.5.1

受託者は、関係法令に基づき必要な資格を有する従事者を配置するとともに、本委託の実施

にあたり、５章の５．１（統括責任者等の選任）に掲げる者及び５．２（法定資格者等の選任）

に掲げる者等を選任しなければならない。 

 

 業務の計画及び報告 2.5.2

(1) 各種マニュアルの作成 

受託者は、委託開始の３０日前までに、統括管理業務（統括マネジメント、事務、調達管

理、施設情報管理、安全衛生管理、緊急時・災害時対応、セルフモニタリングの各業務）、

保全管理業務（保守点検、巡回点検、法定点検、修繕の各業務）、運転管理業務（水質測定、

運転操作監視、汚泥試験、悪臭物質測定、エネルギー管理、ユーティリティ管理、廃棄物処

分、環境整備の各業務）に関する各種マニュアルを策定し、委託者の承諾を得ること。 

(2) 年間計画書の作成及び提出 
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受託者は、本委託期間において、毎年度の開始の３０日前までに、当該年度に実施を予定

する維持管理業務に関する年間計画書を委託者に提出し、委託者の承諾を得ること。 

(3) 月間計画書の作成及び提出 

受託者は、毎月２０日までに翌月の月間計画書を委託者に提出し、委託者の承諾を得るこ

と。 

(4) 日報及び月報の作成及び提出 

受託者は、日報及び月報を作成し、翌月１０日までに委託者に提出すること。 

(5) 年報等の作成及び提出 

受託者は、年報、点検及び修繕実施報告書、並びに業務完了報告書その他委託者が指示す

る書類を適宜作成し、委託者の指示に従い、随時提出すること。また、本市が関係機関に報

告を行うための各種調査に必要な資料を提供すること。 

 

 施設機能の維持 2.5.3

(1) 受託者は、本件施設の機能が劣化しないよう日常的な保守・点検等を実施し、本件施設を

正常な状態に維持すること。 

(2) 本委託終了時、全ての本件施設が通常の施設運転に支障がない機能を有し、契約時の施設

機能報告書に比して、著しい損傷及び劣化がない状態とすること。 

(3) 施設内や外構等の清掃及び各種機器の塗装等の整備を実施し、本委託開始時と比べて美観

を損なわない状態とすること。 

 

 環境への配慮 2.5.4

(1) 景観等への配慮 

受託者は、本委託の実施にあたり、景観に配慮するとともに周辺環境との調和を図り、地

域住民への配慮に努めること。 

(2) 騒音、振動、悪臭、粉塵などの対策 

受託者は、本委託の実施にあたり、騒音規制法、振動規制法、悪臭防止法、電気事業法等

の環境保全に関する法令等を遵守し、地域住民の生活環境を損ねることのないよう努めなけ

ればならない。なお、騒音、振動、悪臭、粉塵等、環境計測に関する要求水準は法律及び条

例に定められた数値とするが、別途目標とすべき基準が存在する場合はこれによるものとす

る。 

(3) 安全対策 

受託者は、本委託に必要な作業車両等の通行にあたって、住民等の生活及び経済活動に影

響の与えることのないよう、適切な交通安全対策を講ずること。また、受託者の職員にあたっ

ては、本委託上のみならず、通勤及び私用により自家用車等を利用する場合においても安全

運転に心がけること。 
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 モニタリングの体制 2.5.5

本委託のモニタリングは、次の体制にて行う。 

(1) モニタリングの実施者 

モニタリング実施者は、下図に示すとおり、受託者及び委託者の 2 者が挙げられるが、最

終的な責任は公共サービスの本来の提供者である委託者にある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 受託者によるセルフモニタリング 

受託者は、本委託期間にわたり、本件施設を適切に管理し、機能を維持し、施設能力を維

持するとともに、２章の２．４（遵守事項）及び３章（要求水準）に対する提案が確実に履

行されていることを確認するため、日報・月報・年報等を記載した運転管理（再委託先の管

理を含む。）に関する報告書を作成し、セルフモニタリングを行い、その結果を委託者に報

告する。 

(3) 委託者によるモニタリング 

委託者は、受託者が提供する業務内容の確認・評価等を目的に、本委託の実施状況の監視、

及び要求水準の遵守状況をモニタリングし、結果を受託者にフィードバックして、受託者は

必要に応じて運転管理業務等の具体的手法の見直しを行うものとする。 

なお、委託者は、随時、本件施設へ立ち入り、受託者に対して業務の実施状況について説

明を求め、水質検査その他の検査及び監視を行うことができ、かつ、現地において本件施設

の機能確認、受託者が行う業務遂行の監視及び評価を行うものとする。 

 

 受託者の収入 2.6

本委託における受託者の収入は、受託者が実施する業務に対し、委託者から支払われるサー

ビスの対価が基本となる。 

委託者から支払われるサービスの対価は「固定費」と「変動費」に分けて構成し、本節に示

す内容とする。 

 

 固定費 2.6.1

固定費については、本委託期間にわたり、毎月１回、受託者が入札時に提示した金額に基づ

 
 
 
〔委託者〕 

（米子市） 

契約  
 
 

〔受託者〕 

（民間事業者） 

報告 
(ｾﾙﾌﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ結果) 

フィードバック 
（ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ結果） 
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き、委託者と受託者との間で合意した各年度固定費の１２分の１の額を支払う。なお、受託者

は、本委託の実施に必要な備品、什器、物品その他の用役の費用を負担する。 

 

 変動費 2.6.2

(1) 需要変動費 

需要変動費については、委託者は、本委託期間にわたり毎月１回、受託者が入札時に提示

したユーティリティ処理単価に、当該月の流入下水量の実績値を乗じた額を支払う。 

ただし、契約者名義人の変更ができないなどの理由により、本委託を開始した後において

も委託者と契約先会社との契約が残存するものについては、本委託に係るユーティリティ費

用を委託者が立替払いする。この場合においては、受託者は、毎月１回、受託者が入札時に

提示したユーティリティ使用量原単位に、当該月の委託者と契約先会社との契約から算出さ

れる当該月の単価と流入下水量の実績値を乗じた額を支払うものとする。 

受託者の業務実施に必要なユーティリティ等の調達費用については、電力、上水道、工業

用水道、ガス、通信、薬品、燃料、油脂及び廃棄物処理は受託者が負担し、貸与品について

は委託者が負担する。 

 

(2) 物価変動費 

委託者又は受託者は、本委託期間内で日本国内における賃金水準又は物価水準が影響を受

け、本委託の実施期間に適用する物価水準が不適当となったと認めたときは、相手方に対し

てサービスの対価の変更を請求することができる。請求等の運用の考え方は、次の各号に示

すとおりとする。 

ア 本契約締結の日から 12か月を経過していること。ただし、再度サービスの対価の変更

を請求する場合は、前段の「本契約締結の日」を「変更契約締結の日」と読み替える

ものとする。 

イ 業務期間の残余月数が協議日から２か月以上あること。 

ウ 物価変動後の委託者の積算を基に計算した委託金額のうち、変動前後の残委託金額の

差額が 1000 分の 15を超えて変化していると予想されること。 
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 要求水準 3

本委託の要求水準は、受託者が行う各業務のサービス水準を示すものである。 

本章に示す内容は、本委託を実施するにあたり特記すべき留意点を整理したものであり、受

託者は、これを遵守しなければならない。なお、各業務の補足事項については、別紙によるも

のとする。 

 

 統括管理業務の要求水準 3.1

 統括マネジメント業務 3.1.1

(1) 統括マネジメント業務の目的 

統括マネジメント業務は、受託者が受託した個別業務の全てを統括することにより、適切

なコスト管理及び適切な品質管理を行った上で、委託者の下水道事業が目指す人と自然が調

和した快適で住みよいまちづくりを行うために必要とされるサービスを提供し、受託者の適

切な業務環境を創出することに加え、委託者のパートナーとして、委託者が行う業務につい

ても助言・協力を行い、下水道事業の経営に貢献することを目的とする。 

(2) 業務の内容 

受託者は、適切な手順に従って、次の各号に示す業務を行うこと。なお、統括責任者は、

本委託の実施責任者とする。 

ア 基本業務計画書の確認 

イ 年度業務計画書及び年度業務報告書の確認 

ウ 個別業務の履行状況の管理等の実施 

エ 委託者との調整 

オ 緊急時対応、運転操作などに関するマニュアルの作成 

(3) 業務の要求水準 

当該業務は、受託者が本件契約書及び本書に基づいて実施する業務範囲における全ての組

織の方針、手法及びプロセス等を継続的に管理・改善等を統括して行う業務であり、【別紙

９】に示す要求水準に基づき行うものとする。 

 

 事務業務 3.1.2

(1) 事務業務の目的 

事務業務は、受託者が本件契約書及び本書に基づいて実施する業務範囲における庶務一般

業務等に係る業務を行うことを目的とする。 

(2) 業務の内容 

受託者は、適切な手順に従って、次の各号に示す業務を行うこと。 

ア 委託者等との業務打合せ 

イ 消耗品・備品等の発注補助 
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ウ 年間計画書・月間計画書の作成 

エ 日誌・日報・月報・年報の整理、運転記録の整理、各種報告書の作成、整理等の作業 

オ 事務室・書庫等室内の整理、整頓、清掃 

カ 沈砂・スクリーンかす・脱水汚泥等場外搬出業務、植栽管理業務、除雪業務、機器修繕

業務、法定点検等の発注業務 

(3) 業務の要求水準 

当該業務は、【別紙１０】に示す要求水準に基づき行うものとする。 

 

 調達管理業務 3.1.3

(1) 調達管理業務の目的 

調達管理業務は、運転に必要な光熱水費、薬品、燃料及び保全管理に必要な資機材等（以

下「ユーティリティ等」という。）を調達することを目的とする。 

(2) 業務の内容 

受託者は、適切な手順に従って、次の各号に示すユーティリティ等を調達すること。なお、

ユーティリティ等の管理業務は、3.3.6（ユーティリティ管理業務）の規定に基づくものと

する。 

ア 電力料 

イ 上水道使用料 

ウ 工業用水道使用料 

エ ガス料 

オ 通信料 

カ 薬品 

キ 燃料 

ク 油脂 

ケ 貸与品 

コ 運転に必要な消耗品、部品、付属品及び予備品等 

サ 水質試験に関する試薬、器具、機材その他消耗品等 

シ 安全対策器具類等 

ス 電気用具類及び測定器具類 

セ その他運転に必要な全ての機械器具、計測機器 

(3) 業務の要求水準 

調達管理業務を実施する上で必要となるユーティリティ等を調達し、【別紙１１】に示す

要求水準に基づき適切に調達を行うものとする。また、調達にあたっては、適切な品質及び

規格のものとし、設備及び機器等を劣化させないこと。 
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 施設情報管理業務 3.1.4

(1) 施設情報管理業務の目的 

施設情報管理業務は、運転管理業務及び保全管理業務で発生した情報を、利活用できるよ

うに電子データにて適切に保管することを目的とする。 

(2) 業務の内容 

受託者は、適切な手順に従って、次の各号に示す情報を管理すること。 

ア 本件施設に関する各種マニュアル及び図面 

イ 設備管理台帳 

ウ 水質情報 

エ 施設設備台帳システムの保守 

オ その他運転に必要な全ての情報 

(3) 業務の要求水準 

当該業務は、保守点検・調査結果、修繕情報などに関する情報を【別紙１２】に示す要求

水準に基づき電子データ化する。 

 

 安全衛生管理業務 3.1.5

(1) 安全衛生管理業務の目的 

安全衛生管理業務は、本委託期間中、受託者の責任において安全に十分配慮し、危険防止

対策を十分に行うとともに、従事者への安全教育を徹底し、労務災害の発生がないように努

めることを目的とする。 

(2) 業務の内容 

受託者は、本件施設における労働災害の防止と衛生の確保、及び従事者の健康管理を適切

に進め、次の管理を実施すること。 

ア 労働災害防止のための危害防止基準の確立 

イ 苦情に対する一次対応 

ウ 臨時作業への協力 

エ 安全衛生管理業務の報告 

(3) 業務の要求水準 

当該業務は、【別紙１３】に示す要求水準に基づき行うものとする。 

 

 緊急時・災害時対応業務 3.1.6

(1) 緊急時・災害時対応業務の目的 

緊急時・災害時対応業務は、緊急時・災害時対応マニュアルを作成し、非常時においても

下水道施設としての機能を確保するための体制を構築することを目的とする。 

(2) 業務の内容 

受託者は、適切な手順に従って、次の各号に示す対応を図ること。 

ア 緊急時及び災害時における対応を定めたマニュアルの作成と体制の構築 
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イ 緊急時・災害時の広報業務支援 

ウ 臨時作業への協力 

エ その他緊急時・災害時対応を必要とする際の委託者への協力 

(3) 業務の要求水準 

当該業務は、【別紙１４】に示す要求水準に基づき行うものとする。 

 

 セルフモニタリング業務 3.1.7

(1) セルフモニタリング業務の目的 

セルフモニタリング業務は、受託者が実施する運転管理業務及び保全管理業務などが、本

件契約書や本書と内容が適合しているか又は齟齬が生じていないかをセルフモニタリング

により確認し、改善措置を含めて委託者に報告・助言を行うことを目的とする。 

(2) 業務の内容 

受託者は、適切な手順に従って、次の各号に示す事項を実施すること。 

ア セルフモニタリング計画書の作成 

イ セルフモニタリングの実施 

ウ セルフモニタリング報告書の作成 

(3) 業務の要求水準 

当該業務は、【別紙１５】に示す要求水準に基づき行うものとする。 
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 保全管理業務 3.2

 保守点検業務 3.2.1

(1) 保守点検業務の目的 

保守点検業務は、処理場及びポンプ場等の各施設、各種機器等の性能及び機能を確保する

ために必要な点検、整備、測定及び調査を行い、設備及び機器の予防保全に努めることを目

的とする。 

(2) 業務の内容 

受託者は、適切な手順に従って、次の各号に示す保守点検を実施すること。 

ア 日常点検 

イ 定期点検（1 か月、3 か月、6 か月、1 年） 

ウ ストックマネジメント実施に基づく調査業務 

エ 臨時点検 

オ 保守点検の報告 

(3) 業務の要求水準 

当該業務は、【別紙１６】に示す要求水準に基づき行うものとする。 

 

 巡回点検業務 3.2.2

(1) 巡回点検業務の目的 

巡回点検業務は、本件施設の巡視を行い、各種設備及び機器の運転状況等を確認し異常の

早期発見に努めることを目的とする。 

(2) 業務の内容 

受託者は、適切な手順に従って、次の各号に示す施設を対象に巡回点検を実施すること。 

ア ポンプ場（ただし、中央ポンプ場は除く） 

イ マンホールポンプ場 

ウ 真空ステーション 

(3) 業務の要求水準 

当該業務は、【別紙１７】に示す要求水準に基づき行うものとする。 

 

 法定点検業務 3.2.3

(1) 法定点検業務の目的 

法定点検業務は、法律により定められた年に一度などの定期点検及び検査を行うことを目

的とする。業務は、必然的に状態監視保全となるものである。 

(2) 業務の内容 

受託者は、適切な手順に従って、次の各号に示す施設又は設備を対象に定期点検及び検査

を実施すること。 

ア 地下タンク 

イ 消防設備及び防災管理法定点検 
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(3) 業務の要求水準 

業務は、【別紙１８】に示す要求水準に基づき行うものとする。 

 

 修繕業務 3.2.4

(1) 修繕業務の目的 

修繕業務は、本件施設の機能が正常に発揮・維持できるよう、必要に応じ適切に土木建築

施設、設備及び機器等に係る修繕工事を行うことを目的とする。 

(2) 業務の内容 

受託者は、適切な手順に従って、次の各号に示す業務を行うこと。 

ア 修繕計画の作成 

イ 計画修繕 

ウ 突発修繕 

エ 修繕業務の報告 

(3) 業務の要求水準 

修繕業務は、【別紙１９】に示す要求水準に基づき行うものとする。なお、修繕費の支払

に関する考え方は、次の各号に示すとおりとする。 

ア 修繕業務（突発修繕を含む。）に係る金額の上限は、各年度 2,400 万円（消費税等を除

く。）とし、修繕部品等の購入や修繕費等の支払いに係る事務についても業務に含むも

のとする。 

イ １件当たり（原則として発生箇所単位とする。）の修繕費用の上限額は、130 万円（消費

税等を含む。）とし、この額を超える可能性がある修繕については、委託者と協議を行

うこと。 

ウ 各年度の上限金額を超えた場合は、原則として、委託者が修繕や改築を行うものとする。 
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 運転管理業務の要求水準 3.3

 水質測定業務 3.3.1

(1) 水質測定業務の目的 

水質測定業務は、本委託の要求水準を達成するため、運転操作上必要な試験を、それぞれの

設備又は機器等で定められた方法により実施し、その結果を適切な運転操作に役立たせるとと

もに、記録・保存し、委託者へ報告することを目的とする。 

(2) 業務の内容 

受託者は、適切な手順に従って、次の各号に示す試験を行うこと。 

ア 日常試験（毎日） 

イ 中試験（１回／週） 

ウ 雨天時放流水質（放流時には毎回測定。ただし、降雨量が 10㎜以上 30mm 以下に限る。） 

エ 臨時水質試験 

(3) 業務の要求水準 

当該業務は、【別紙２０】に示す要求水準に基づき、性能規定を達成するため、各施設の

運転操作と水質試験項目の相互関係を把握し、受託者が適切に設定すること。 

 

 運転操作監視業務 3.3.2

(1) 運転操作監視業務の目的 

運転操作業務は、本件施設に対し、それぞれ次の各号に示すとおり処理場等の運転を行う

ことを目的とする。 

ア 水処理施設は、【別紙４】（放流水質に係る法定基準）を性能規定とし、水処理を良好

な状態に保つため、処理場水処理施設の各設備及び機器を運転、操作、監視する。 

イ 汚泥処理施設は、【別紙６】（汚泥性状に係る契約基準）を性能規定とし、適切な汚泥

処理を行うとともに、汚泥処理の管理不良によって放流水の水質を悪化させることのな

いよう、処理場汚泥処理施設の各設備及び機器を運転、操作、監視する。 

ウ ポンプ場施設は、汚水及び雨水を滞りなく排除するため、ポンプ場の各設備及び機器を

運転、操作、監視する。 

(2) 業務の内容 

受託者は、適切な手順に従って、次の各号に示す業務を行うこと。 

ア 監視室における監視、操作、記録等の作業 

イ 現場（機側の操作盤等）における操作等の作業 

ウ 管理日報の作成、電気室等における計器類の指示値の記録等の作業 

エ 監視室内の整理、清掃等の作業 

オ 夜間の巡視点検（監視カメラを用いた監視を含む。） 

カ 中継ポンプ場の雨水対策作業 

キ 雨天時における中継ポンプ場の巡視点検 
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(3) 業務の要求水準 

当該業務は、委託者がこれまでに蓄積してきた知識と経験を最大限に活用し、受託者自ら

の責任と裁量により、【別紙２１】に示す基本方針及び要求水準を担保することを最優先と

しつつ、本件施設の運転管理を効率的かつ効果的に行うものとする。 

 

 汚泥試験業務 3.3.3

(1) 汚泥試験業務の目的 

汚泥試験業務は、本委託の性能規定を達成するため、運転操作上必要な試験を、それぞれ

の設備又は機器等で定められた方法により実施し、その結果を適切な運転操作に役立たせる

とともに、記録・保存し、委託者へ報告することを目的とする。 

(2) 業務の内容 

受託者は、適切な手順に従って、次の各号に示す試験を行うこと。 

ア 脱水機供給汚泥（１回／週） 

イ 汚泥処理（１回／週） 

(3) 業務の要求水準 

当該業務は、【別紙２２】に示す要求水準に基づき、性能規定を達成するため、各施設の

運転操作と汚泥試験項目の相互関係を把握し、受託者が適切に設定すること。 

 

 悪臭物質測定業務 3.3.4

(1) 悪臭物質測定業務の目的 

悪臭物質測定業務は、悪臭等の環境影響被害を防止するため、敷地境界等において、五感

又は機器による測定を適宜実施し、良好な環境を保全することを目的とする。 

(2) 業務の内容 

受託者は、適切な手順に従って、次の各号に示す試験を行うこと。 

ア 悪臭物質の測定（１回／年） 

(3) 業務の要求水準 

当該業務は、【別紙２３】に示す要求水準に基づき、性能規定を達成するため、各施設の

運転操作と悪臭物質測定項目の相互関係を把握し、頻度や継続時間等の実態を調査し、受託

者が適切に設定すること。 

 

 エネルギー管理業務 3.3.5

(1) エネルギー管理業務の目的 

エネルギー管理業務は、エネルギーの使用の合理化等に関する法律に基づき、省エネル

ギー活動を効果的に推進することを目的とする。 

(2) 業務の内容 

受託者は、適切な手順に従って、次の各号に示す業務を行うこと。 

ア エネルギー管理計画の作成 
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イ 達成状況報告 

(3) 業務の要求水準 

当該業務は、【別紙２４】に示す要求水準に基づき行うものとする。 

 

 ユーティリティ管理業務 3.3.6

(1) ユーティリティ管理業務の目的 

ユーティリティ管理業務は、光熱水、薬品、燃料等について、安定的で品質を確保できる

調達方法及び管理体制を確保し、適切に管理することを目的とする。 

(2) 業務の内容 

受託者は、適切な手順に従って、次の各号に示すユーティリティを管理すること。なお、

ユーティリティ等の調達業務は、3.1.3（調達管理業務）の規定に基づくものとする。 

ア 電力 

イ 上水道 

ウ 工業用水道 

エ ガス 

オ 通信 

カ 薬品 

キ 燃料 

ク 油脂 

ケ 貸与品 

(3) 業務の要求水準 

当該業務を実施する上で必要となるユーティリティを調達し、【別紙２５】に示す要求水

準に基づき適切に管理を行うものとする。また、薬品、燃料等の管理にあたっては、適正に

保管し、品質の確保に努めること。 

 

 廃棄処分業務 3.3.7

(1) 廃棄処分業務の目的 

廃棄処分業務は、本件施設で発生するごみ及びし渣について、廃棄物の処理及び清掃に関

する法律等に基づき、適正に運搬及び処分を行うことを目的とする。 

(2) 業務の内容 

受託者は、適切な手順に従って、次の各号に示す業務を行うこと。 

ア ごみ及びし渣等一般廃棄物の処分 

イ 産業廃棄物の搬出作業、量確認のための立会い 

ウ マニフェストの整理及び管理 

(3) 業務の要求水準 

当該業務は、【別紙２６】に示す要求水準に基づき行うものとする。 
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 環境整備業務 3.3.8

(1) 環境整備業務の目的 

環境整備業務は、生活環境の改善の実現に寄与する施設として相応しい衛生や美観を保ち、

本委託に使用する建物内は日常的な清掃及び整理整頓により業務環境を清潔に保持すると

ともに、外構施設等を良好に保つことを目的とする。 

(2) 業務の内容 

受託者は、適切な手順に従って、次の各号に示す業務を行うこと。 

ア 本件施設の外観の管理 

イ 建物等諸室の清掃 

(3) 業務の要求水準 

当該業務は、【別紙２７】に示す要求水準に基づき行うものとする。 
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 前提条件 4

 本委託に含まない業務範囲 4.1

区   分 内   容 

１ 方針管理 維持管理のあり方、組織管理、放流水質基準の決定等の方

針管理 

２ 維持管理基本計画 

・管理業務 

運転管理及び施設機能維持の状況の断続的な分析・評価、

維持管理の基本的な計画策定 

３ 法的業務 官庁への届出、維持管理負担金の徴収等の下水道管理者の

責務に基づく法的業務 

４ 危機管理対応業務 危機管理レベルの高い災害時（地震、台風、豪雨）などの

指揮 

５ 施設管理計画・管理業務 本件施設の改築、修繕等の長期的な計画の作成及び管理 

６ 廃棄物運搬・処理業務 脱水汚泥の運搬・処理業務 

７ 業務遂行の監視及び評

価 

受託者が行う運転管理及び施設機能維持の状況の監視・評

価、放流水質が要求水準を達成しない場合の是正指示等 

８ 管きょ調査・管理業務 管きょ内調査・清掃業務 

９ 改築工事 ①改築工事 

②１箇所当たり税込１３０万円を超える修繕 

１０ その他の業務 ①施設見学会等普及啓発事業の企画及び実施 

②維持管理に関する調査・研究 

③電力の調達 
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 流入基準 4.2

 流入水量に関する流入基準 4.2.1

本件処理場の流入水量に関する流入基準については、委託費の積算に用いる流入水量は、

流入水量予測に基づくものとし、表 4.1 に示すとおりとする。 

 

表 4.1  委託費の積算に用いる流入水量 

施設名 

年間総流入水量（m3/年） 

[日平均流入水量(m3/日)] 
備 考 

令和 5 

（2023） 

令和 6 

（2024） 

令和 7 

（2025） 

内浜処理場 
10,633,165 

[29,132] 

10,573,801 

[28,969] 

10,514,436 

[28,807] 
 

皆生処理場 
6,185,819 

[16,947] 

6,214,003 

[17,025] 

6,242,187 

[17,102] 
 

淀江浄化センター 
885,443 

[2,462] 

881,574 

[2,415] 

877,705 

[2,405] 
 

 

 

 流入水質に関する流入基準 4.2.2

本件処理場の流入水質に関する流入基準は、表 4.2 のとおりとする。 

 

表 4.2 流入基準（流入水質） 

水質項目 範囲 備 考 

pH 5 を超え 9未満  

BOD(mg/L) 600 以下  

SS(mg/L) 600 以下  

T-N(mg/L) 240 以下  

T-P(mg/L) 32 以下  

 

表 4.2 に記載のない水質項目については、下水道法第１２条の２の範囲内とする。 

なお、流入水質の測定時点において上記の流入基準を満たさない場合は、流入水質に関

する流入基準の未達とする。流入基準の未達となる期間は、流入基準の未達が最初に確認

された時点から、流入基準が未達でないことが確認できるまでの期間とする。 
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 遵守すべき関連法令等 4.3

受託者は、本委託の実施にあたり、本節に示す関連法令等及び要綱・各種基準値等を遵守

すること。 

 

 関連法令等 4.3.1

（1）下水道法（昭和 33年法律第 79 号） 

（2）水質汚濁防止法（昭和 45年法律第 138 号） 

（3）都市計画法（昭和 43 年法律第 100 号） 

（4）建築基準法（昭和 25 年法律第 201 号） 

（5）消防法（昭和 23 年法律第 186 号） 

（6）水道法（昭和 32 年法律第 177 号） 

（7）河川法（昭和 39 年法律第 167 号） 

（8）湖沼水質保全特別措置法（昭和 59年法律第 61 号） 

（9）道路交通法（昭和 35 年法律第 105 号） 

（10）電気事業法（昭和 39 年法律第 170 号） 

（11）電気設備に関する技術基準を定める省令（平成 9年通商産業省令第 52 号） 

（12）電気用品安全法（昭和 36 年法律第 234 号） 

（13）電気通信事業法（昭和 59 年法律第 86号） 

（14）電気工事士法（昭和 35年法律第 139 号） 

（15）廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和 45 年法律第 137 号） 

（16）土壌汚染対策法（平成 14 年法律第 53号） 

（17）毒物及び劇物取締法（昭和 25 年法律第 303 号） 

（18）悪臭防止法（昭和 46 年法律第 91号） 

（19）水循環基本法（平成 26年法律第 16 号） 

（20）大気汚染防止法（昭和 43 年法律第 97号） 

（21）ダイオキシン類対策特別措置法（平成 11年法律第 105 号） 

（22）騒音規制法（昭和 43 年法律第 98号） 

（23）振動規制法（昭和 51 年法律第 64号） 

（24）労働基準法（昭和 22 年法律第 49号） 

（25）労働安全衛生法（昭和 47 年法律第 57号） 

（26）労働者災害補償保険法（昭和 22年法律第 50 号） 

（27）労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律（昭和 60 年

法律第 88号） 

（28）計量法（平成 4 年法律第 51号） 

（29）製造物責任法（平成 6 年法律第 85 号） 

（30）国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成 12年法律第 100 号） 

（31）資源の有効な利用の促進に関する法律（リサイクル法）（平成 3 年法律第 48 号） 
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（32）エネルギーの使用の合理化等に関する法律（省エネ法）（昭和 54 年法律第 49号） 

（33）地球温暖化対策の推進に関する法律（平成 10 年法律第 117 号） 

（34）フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律（平成 13年法律第 64号） 

（35）高圧ガス保安法（昭和 26 年法律第 204 号） 

（36）浄化槽法法（昭和 58 年法律第 43号） 

（37）米子市自家用電気工作物保安規程 

（38）鳥取県公害防止条例 

（39）米子市環境基本条例 

（40）米子市廃棄物の処理及び清掃に関する条例 

（41）鳥取県使用済物品等の放置防止に関する条例 

（42）その他関連法令等 

 

 要綱・各種基準等 4.3.2

（1）下水道施設計画・設計指針と解説（日本下水道協会） 

（2）下水道維持管理指針（日本下水道協会） 

（3）下水試験方法（日本下水道協会） 

（4）内線規程（日本電気技術規格委員会） 

（5）電力会社供給規定（届出電気通信事業者） 

（6）その他関連要綱・各種基準等 
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 施設機能報告書の作成 4.4

(1) 受託者は、本件施設について、適正な維持管理により要求水準を満足する施設機能を維持

し円滑に業務を行っていることを証明するため、当該業務に関するデータを、委託者の設

備データベースに入力し、データを整理した上、施設機能報告書を作成すること。 

(2) 委託者又は委託者が指定する者は、受託者が作成した施設機能報告書を基に、施設機能維

持の状況を確認する。 

(3) 施設機能確認の主な内容は次の各号に掲げるとおりとする。ただし、施設機能確認・診断

手法及び報告書のとりまとめ方法等の詳細は、受託者の提案とする。 

ア データ収集及び整理 

受託者は、本件施設について、保守・点検業務（日常点検、定期点検）、修繕業務、及

び事故、故障、劣化状況その他施設に関するデータについて整理し、委託者のデータベー

スに入力し、その資料及び電子データを提出する。なお、詳細については、委託者と受託

者との間で協議する。 

イ 現地確認 

受託者は、日常的な保守・点検業務で実施する現地確認において、主要機器の劣化状況

や設置状況を目視等により確認し、写真により外観の現状を記録し、その結果を整理する。 

ウ 本件施設の性能評価と機能診断の提案 

受託者は、保守・点検、機器台帳、修繕履歴等の記録、又は、維持管理及び運転管理の

対象とする設備及び機器等に係る資料などにより、本件施設の性能について評価し、機能

確認面からの支障の有無を評価する。 

エ 施設機能報告書の作成 

受託者は、アからウまでに規定する施設機能確認の結果を「施設機能報告書」としてと

りまとめ、毎年度末に委託者に提出する。 
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 引継業務の実施 4.5

 引継ぎ事項の整理 4.5.1

(1) 受託者は、本委託期間を通じて、引継事項（本件施設固有の維持管理方法や運転管理方法、

点検上の留意事項をいう。）を記載した書類及びデータを作成し、委託者に引き渡すこと。 

(2) 委託者は、本委託の終了に際して、次期の受託者の選定にあたり、当該引継事項を公開す

ることができるものとする。 

(3) 受託者は、委託者の指定する者に引継事項を交付する義務を負うことを認識し、本委託期

間中において、適宜、引継事項の内容を記録・更新するものとする。また、引継事項の内

容を更新したときは、委託者に対し、速やかに引継事項をその旨及びその内容を通知する

ものとする。 

(4) 引継事項は、次の各号に示す項目を参考に記載するものとし、詳細については受託者と委

託者との協議により定めるものとする。 

ア 総合運転したときの機能の発揮状況 

イ 諸機械の振動、異音等の状態 

ウ 計装設備の調節状況 

エ 運転上の特別な操作 

オ その他留意事項 

 

 委託の引継 4.5.2

(1) 受託者は、原則として、委託期間終了の３か月前（令和８年１月１日から同年３月３１日

まで）又は委託者が指定する日以降は、次期委託の引継業務準備期間として、次期の包括

委託を受託する予定受託者に対して、技術指導し、運転管理業務等の各種業務の遂行に支

障の無いよう引継ぎを行うこと。 

(2) 委託期間が満了した後でも、新たに包括委託を受託する次期の受託者が技術指導を必要と

認められる場合は、適切かつ誠実に問題を解決するよう技術指導を行うこと。 

(3) 技術指導に係る期間及び費用については、受託者と新たに包括委託を受託する次期受託者

の間で協議するものとする。 
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 業務実施体制 5

 統括責任者等の選任 5.1

(1) 受託者は、統括責任者を選任し、氏名、経歴、資格等必要な事項を記載した選任届を委託

者に提出し、その承諾を得るものとする。なお、統括責任者に異動があった場合も同様と

する。 

(2) 統括責任者等は、本件契約書、本書、及び維持管理の各種業務内容など、本委託の全般を

熟知した上で、従事者を指導監督し、各種業務を適正、かつ、円滑に遂行するものとする。 

(3) 統括責任者の資格要件は、【別紙８】（責任者の名称と資格）に掲げるとおりとする。 

 

 法定資格者等の選任 5.2

受託者は、運転管理業務等の各種業務の遂行にあたり、【別紙８】（責任者の名称と資格）に

掲げる資格を有する者を配置するものとする。なお、第三種電気主任技術者については、処理

場及びポンプ場の運転に支障がでないよう２名以上常勤で配置すること。 

 

 労務管理等 5.3

(1) 受託者は、労働基準法、労働安全衛生法及びこれに関連する法令等を遵守して従事者を就

業させるとともに、従事者の労務管理を適正に行わなければならない。 

(2) 受託者は、安全衛生管理を徹底して行い、事故の防止に努めるとともに、本委託従事者に

対し労働安全衛生の教育を行い、労働災害が発生しないように努めなければならない。 

 

 就業の制限 5.4

(1) 受託者は、労働安全衛生法で定める就業制限に係る機器の運転等の取扱に当たっては、有

資格者以外の者に扱わせてはならない。 

(2) 受託者は、酸素欠乏危険作業、危険物取扱作業及び特定化学物質取扱作業等に当たっては、

有資格者の内から作業主任者を選任し、作業主任者の指示に従って作業を行わなければな

らない。 
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 従事者の服装等 5.5

受託者は、本委託従事者に清潔で作業に安全な衣服を着用させるとともに、受託者の従業員

であることを明示する名札等を着用させなければならない。 

 

 教育及び訓練等 5.6

 従事者への教育及び訓練 5.6.1

(1) 受託者は、従事者の教育及び訓練を行い、本委託に関する技術上の知識及び技能に精通す

るよう努めるものとする。 

(2) 従事者の教育及び訓練に係る計画を適正に策定するとともに、その結果を委託者に提出す

るものとする。 

(3) 従事者を変更する必要が生じた場合は、前任者と同じ能力で業務を遂行できるよう教育及

び訓練を行った上で配置すること。 

 

 委託者への講習等 5.6.2

(1) 受託者は、委託者に対して、委託者の維持管理に関する技術力の確保を目的とした講習会、

現地説明会を年４回開催すること。 

(2) 開催時期については、委託者と事前に調整し、業務計画書に反映すること。 

 

 非常事態発生時の対応 5.7

(1) 受託者は、非常事態に備えて必要な措置が講じられるよう、本委託従事者の非常招集がで

きる体制を確立しておくこと。 

(2) 受託者は、非常事態発生時には、受託者が作成した「緊急時・災害時対応マニュアル」に

基づき、速やかに必要な人員を現場等に適切に配置し、委託者に報告すること。 

(3) 受託者は、非常事態発生時を想定した「非常事態発生時の運転操作手順」を作成するもの

とし、非常事態に際しては、これに基づき非常事態発生時対応業務を遂行すること。 

(4) 受託者が作成する「緊急時・災害時対応マニュアル」及び「非常事態発生時の運転操作手

順」に基づき、定期的に非常時対応訓練を行うこと。 

(5) 委託者は、非常事態発生時には、受託者に対して応急措置を求めることができる。 

(6) 受託者は、非常事態発生時対応業務に従事した場合は、速やかに従事した従事者数、対応

時間及び対応内容を委託者に報告するものとする。 
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 その他 6

 施設等の使用と費用負担 6.1

(1) 受託者は、本委託期間中、本市が使用する部分を除く、本委託の遂行に必要な管理事務室

及び休憩室等の施設を使用することができ、その使用は無償とする。なお、本委託は準委

任契約に基づくものであることから、受託者に権利・資産を与えることは想定していない。 

(2) 受託者は、事務室等使用願を委託者に提出するとともに、責任をもって清掃及び備え付け

器具の維持・管理を行い、汚損・破損の場合は、直ちに弁償するものとする。 

(3) 管理事務室等の使用に伴う光熱水等のユーティリティ費用の負担は、次の各号に示すとお

りとする。 

ア 受託者の負担 

本委託の遂行に必要な管理事務室及び休憩室等の施設の使用に伴い必要となる費用は、

受託者が負担するものとする。 

イ 委託者の負担 

委託者の執務に必要な管理事務室及び休憩室等の施設の使用に伴い必要となる費用は、

委託者が負担するものとする。 

 

 本市が行う活動の協力 6.2

(1) 維持管理に関する調査・研究への対応 

本市が行う下水道施設の維持管理に関する調査・研究のために本件施設を利用し、

各種の実験・実証を行う場合は、受託者はこれに協力すること。 

(2) 広報活動への対応 

本市が行う広報活動等に係る行事に対しては、主体的に取り組み、協力を行うこと。 

(3) 施設見学会等普及啓発事業への対応 

本市が受け入れた見学者への対応を本市の要請に応じて行うこと。また、見学順路

の安全確保、危険場所及び立入禁止区域の表示並びに施錠の管理等を行うことにより、

見学者に係る事故等の発生を防止すること。 

(4) 地域活動及び地元経済への貢献 

本市の市民及び地元企業の参加、周辺住民への対応、雇用確保、地元企業の育成・

活用など、地域活動及び地域経済への貢献に関する方策を検討し、実施すること。特

に、本委託の業務目的を踏まえ、特筆すべき創意工夫等があれば積極的に提案するこ

と。 
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 本委託終了時の状態 6.3

受託者は、本委託終了時において、全ての本件施設が本書で提示した性能を発揮できる機能

を有し、本委託終了後１年以内に不測の修繕等を要すことのない状態で、委託者に引き渡せる

ようにすること｡また、受託者は、本委託期間終了時には、当該施設から速やかに退去するこ

ととする。 

 

 非常時の対応に関する業務遂行上の留意点 6.4

受託者は、故障等により、本件施設の全部又は一部の機能が停止した場合、若しくは、大雨、

台風、地震等による災害や事故が発生した場合においては、応急措置を講じ被害を最小限に抑

えるとともに、委託者へ速やかに報告を行い、迅速な復旧に努めること｡また、原因究明を行

い、再発防止策を含めた報告書を委託者に提出すること。 

なお、非常時に流入水量又は流入水質が、【別紙７】（流入水の条件）に示した基準を超える

場合には、【別紙４】（放流水質に係る法定基準・契約基準）に示す放流水質の契約基準を満足

することを目標に、対応可能な範囲内において処理を行うものとする。ただし、当該非常時期

間中は、放流水質の契約基準の達成を求めるものではない。 

 

 リスク分担 6.5

本委託におけるリスク分担の考え方は、適正にリスクを分担することにより、より低廉で質

の高いサービスの提供を目指すものである。委託者と受託者は、本委託の対象業務の範囲にお

いて各々が担う業務についてそのリスクを負担するが、不可抗力等いずれの当事者の責に帰す

ことのできないリスクについては、この限りではない。 

受託者は、リスク分担の考え方に基づき、本委託の業務範囲における維持管理上の責任を負

うこと。ただし、委託者が責任を負うべき合理的な理由がある場合には、別途協議の上、委託

者が責任を負うものとする。 

なお、リスク分担の程度や内容については【別紙２８】（リスク分担）に示す基本的な考え

方に基づき、委託者と受託者との間の協議によるものとする。 

 

 保険 6.6

受託者は、本委託期間中、てん補限度額（補償額）以上の損害賠償保険に自らの費用で加入

しなければならない。また、受託者は、前段の保険に加入後速やかに、保険証書の写しを委託

者に提出しなければならない。なお、参考として市が加入済みの保険を以下に記載するが、当

該保険の基準は、受託者の判断に基づき決定すること。 
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【本市加入済の下水道賠償責任保険】 

（公）日本下水道協会・損保ジャパン日本興亜㈱ 

身体賠償：1 事故につき 3 億円（1 億円/名） 

財物賠償：1 事故につき 3,000 万円 

 

 

 


